
 

ＪＲ東労組横浜地本青年部情報 
 

 

 

第２２号              発行責任者 岡本 洸太 
２０２０年４月２５日発行      編 集 者 教 宣 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東労組→ 

横 浜 地 本→ 

公 式 Ｈ Ｐ→ 

２００５年４月２５日（月）９時１８分頃、ＪＲ西日本福知山線宝塚駅発同志社前行きの上り快速５４

１８Ｍ列車（７両編成）が塚口～尼崎駅間を走行中に前より５両が脱線、先頭車は線路脇のマンション

の１階駐車場へ、２両目はマンションの外壁へ激突し、さらに３～４両目が後から続く形で激突、乗客

と運転士合わせて１０７名が死亡し５６２名が負傷しました 

当該列車は宝塚駅を９時０４分頃、定刻 

より１５秒程度遅れて発車しました。その 

後中山寺駅発車時には２５秒程度、川西池 

田駅発車時には３５秒程度の遅れと、徐々 

に遅れが増していきます。そして伊丹駅 

停車の際にはホーム始端（所定停止位置の 

１９９ｍ手前）を速度約 83km/hで通過し 

ほどなくして車掌が非常引きスイッチを扱い所定停止位置を７２ｍ行き過ぎて停止しました。なお、

非常引きスイッチを扱う前には常用最大ブレーキが扱われ、また直通予備ブレーキも扱われていまし

た。その後停止位置の修正を行い約１分遅れの９時１５分頃に伊丹駅に到着、９時１６分に約１分遅

れて伊丹駅を発車しました。発車後から列車は加速を続け、列車の最高速度となる 120km/h で塚口

駅を９時１８分頃通過（約１分遅れ）、その後カーブに差し掛かり減速するために本来ブレーキを使

用開始するべき位置を通過し、制限速度 70km/h の事故現場の曲線に速度約 116km/h で進入し、直

後ブレーキも扱われましたが、速度が約 105km/hとなった９時１８分頃に列車は脱線しました。 

60km/h速度制限標識 

現場のカーブは以前は70km/hの

速度制限でしたが、事故後は

60km/h となりました。一方で現

場は回送電車も含め多くの列車

が往来し、ダイヤの過密さは変わ

らないように見えます。 

※この情報は、一部（西労のたたかい等）を除き、２００７年（平成１９年）６月２８日に公表された「航空・鉄道事故調査委員会 鉄道事故調査報告書」を基に作成しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

運転士の再教育（日勤教育）におけるレポート項目 

６月９日 

 

 

６月１０日 

 

 

６月１１日 

６月１４日 

 

 

６月１５日 

 

 

 

〇時系列、顛末書、反省文 

〇無断後退の掲示と呼込み指導を受けてど

う受け止めたか 

〇掲示と呼込み指導を受けたとき、事故は

起こさないという気持ちがあったのに、

何故行き過ぎとなったか 

〇今後の自山・他山の石の活用 

〇事故前日、当日の※係長の注意喚起につ

いて 

〇今後、注意喚起を受けた後の捉え方 

〇何故、自分は大丈夫という気持ちになれ

るのか 

〇注意力をいっそう喚起されるには 

 

６月１６日 

 

 

６月１７日 

６月１８日 

 

 

 

６月２１日 

 

６月２２日 

６月２３日 

６月２４日 

６月２５日 

〇最近運転士となり一人前になったとい

う、自分のうぬぼれについて 

〇ヒューマンエラーについて 

〇停車駅通過事故の防止対策 

〇松井山手（駅）より先はのんびりして体

がそれに合わせてしまうのか 

〇今回、重大事故（下狛無断後退）があっ

た後、同じ箇所で事故を起こしたこと 

〇退行、推進運転のできる時の条件と運転

取扱い 

〇自分自身の弱いところ、その克服 

〇自分が理想とする運転士像 

〇今後、どのように変わるのか 

〇社会人としての隠蔽工作 

〇区長面談を終えて  

   ※ＪＲ西日本では指導員は係長という上司で、ＪＲ東日本でいう助役にあたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ西日本では、責任事故、反省事故Ⅰ及びⅡ 

（右図参照）や、50m未満の所定停止位置行き過ぎ 

点呼時刻に遅れるなどした乗務員について、乗務から 

外し、顛末書・反省文・報告書の作成、なぜなぜシート 

による原因分析、レポートの作成等をさせていました。 

これら顛末書の作成等については、乗務員の勤務種別 

を「日勤」に変更し乗務員を乗務から外して行われる 

ことから、「日勤教育」と呼ばれています。 

福知山線脱線事故で乗務していた運転士は、これまで 

３件の日勤教育を受けていましたが、このうち２００４ 

年６月の所定停止位置行き過ぎによる日勤教育は１３ 

日間にも及びました。その内容は下図の通り精神論 

的な項目が多く見られ、停止位置行き過ぎに関するブ 

レーキ操作等の項目は見られず、また運転士が書いた 

レポートの内容も、ほとんどが精神論的なものでした。 

・責任事故 

社員の取扱い誤りによる事故のうち、鉄道運転事故と

なったもの、事故により人の死傷を生じたもの、飲酒

など原因が悪質なもの、営業列車に運休か３０分以上

の遅延を生じたもの、物の損傷の損害額が１００万円

以上のもの、その他重要なもののいずれかに該当する

もの 

 

・反省事故Ｉ 

責任事故に該当しないもので、営業列車に１０分以上

の遅延か、その他列車に運休または３０分以上の遅延

を生じたもの、物の損傷の損害額が２０万円以上のも

の、車両が脱線したもの、注意を要するもののいずれ

かに該当するもの 

 

・反省事故Ⅱ 

責任事故、反省事故Ⅰ以外のもの 

日勤教育におけるレポート作成では、

自分の行動を振り返り、異常時にはこ

ういう心理状態になるんだなとか、慌

ててはいけないということが分かり、

自分のためになったと思う。 

〇日勤教育は、他の乗務員から見える場所で行われる。 

見せしめのようなもの。 

〇トイレに行くために席を離れる為にも上司の許可が必要。 

〇何日間にも渡り午前約１時間半、午後約３時間駅のホーム

で着発する列車の運転士全員に「ご苦労様です。気を付け

て下さい」というようなことを言わされた。 

〇責任事故を起こしたときは、まず日勤教育のことが頭に浮かぶ 

〇管理者によく見られるよう、言い訳を考えながら運転したことも 

〇運転士が責任事故を起こすと、管理者も怒られるので、管理者が 

 自分かわいさに厳しく運転士を監視するのが嫌だった。 

〇今後の乗務は上の方から目をつけられてきつくなり、ものすごく 

 しんどいのではないかと思い、年齢的なこともあり 

運転士を辞めた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生までの経過についてもう少し詳しく触れます。事故発生の直前、折り返し駅となる宝塚駅進入 

（回４４６９Ｍ場面）の際、ＡＴＳ確認扱い※１が完了せず非常ブレーキで所定停止位置の手前（ホーム始

端付近）に停車します。その後復帰扱いを行い所定停止位置に戻そうとしますが、今度は誤出発防止のＡＴ

Ｓ※２が動作します。これにより再度非常ブレーキが動作し、列車はそのまま所定停止位置に到着しました。

ここで折り返し列車となるため、運転士・車掌は運転台を交代しますが、運転士はずっと運転をしてきた運

転席に座ったままでした。その後交代のため訪れた車掌が来たところで運転士は席を立ちます。この理由に

ついて事故報告書では明らかにすることはできなかったと結論付けていますが、その中ではこれらＡＴＳで

の停車や停止位置の修正によって呆然とするなどしていた可能性も考えられるとされています。「大変なこ

とをしてしまった」という心理状態にあった可能性も否定することはできないと考えられます。 

※１ＡＴＳ確認扱いについて…当時宝塚駅の出発信号機は停止現示（赤信号）でした。当該列車に装備されていたＡＴＳ－ＳＷでは、出発信号機が停止現示の
際当該信号機よりも手前にある地上子（線路に設置された装置）を通過すると運転室にある「ＡＴＳ動作」のランプが赤く点灯すると同時に、警報音が鳴
動します。この点灯・鳴動から５秒経過すると安全のため（停止信号を行き過ぎるのを防ぐため）自動的に非常ブレーキがかかり列車は停止します。５秒
経過する前にブレーキをかけ「確認ボタン」というボタンを押すと非常ブレーキはかかりませんが、この取扱いを「確認扱い」と言います。 

 
※２誤出発防止機能について…出発信号機が停止現示のまま通過しようとするとＡＴＳが動作し列車は自動的に停車しますが、通過するスピードが速いと停車

するまでに時間がかかり停止信号を大幅に行き過ぎてしまいます。これを防ぐため誤出発防止用の地上子を設置し、このままでは大幅に行き過ぎるとＡＴ
Ｓが判断した場合非常ブレーキによって列車を停車させます。但しそのままではその駅に停車するために進入している時にも非常ブレーキが動作してしま
う場合があるため、一定の時間（電車が停車するまでの余裕を持った時間）を設け、その時間内に通過すれば非常ブレーキはかからない仕組みになってい
ます。回４４６９Ｍ電車は、ホーム始端で非常ブレーキによって停車している間にこの時間をオーバーしたことにより、誤出発防止機能が動作しました。 

 
なお、確認扱いが完了せずにＡＴＳにより非常ブレーキがかかり停車した際には指令への報告義務がありま 

すが、指令への報告はされませんでした。また宝塚駅進入時には制限速度を超えて進入したことも明らかに 

なっています。 

確認扱いが完了せず 

ホーム始端で非常停車 

再び動き出した後、誤出発防止

機能が動作し非常ブレーキがか

かる 

非常ブレーキによって所定

停止位置に停車するも運転

士は座ったまま 

電車は折り返し５４１８Ｍ（快速・同志社前行き）として宝塚駅を出発します。その後「事故発生までの経

過」にも記載したように伊丹駅停車の際に所定停止位置を約７２ｍ行き過ぎて停車しました。これは➀ブレ

ーキをかけたタイミングが遅かったこと、②仮に➀のブレーキをかけた時点で、非常ブレーキ（緊急時に使

用するブレーキ）を使用していれば所定停止位置に停車できた可能性があるが、非常ブレーキを使用しなか

ったことの２点が直接の原因です。➀については、宝塚駅でのＡＴＳによる非常停車や速度制限の超過等を

気にしていたため、注意が運転からそれた可能性、②については非常ブレーキを扱うよりも、常用最大ブレ

ーキ（通常使うブレーキで最も強いブレーキ）と直通予備ブレーキ（通常のブレーキが故障した場合に使用

する予備のブレーキ）を併用することで、強いブレーキ力を得られると考えていたか、または非常ブレーキ

を扱った際には報告が必要だが、直通予備ブレーキでは報告する必要がないことの両方またはいずれかが考

えられるとされています。 

伊丹駅を発車した後、運転士は車掌に車内電話をかけます。その中身について車掌は「具体的な言葉は忘れ

たが、『まけてくれへんか』というような話があったので、少し考えてから『だいぶ行ってるよ』と答えた。

まけてくれへんかというのは、行き過ぎた距離を小さく報告して欲しいという意味だと思った」と話してい

ます。駅で所定停止位置を行き過ぎた後に停止位置を修正し運転再開した場合は、指令への報告が必要です

が、運転士が車内電話をかけたのは車掌が車内放送をしているときでした。運転士はこれまで同じ区間を何

度も運転し、車掌が放送を行うことも知っていたと考えられますが、わざわざその放送の中で電話をかけて

きたということは、車掌が指令へ報告する前に連絡を取ろうと焦っていたことも考えられます。さらに車内

電話で話そうとしますが、車掌は客室からお客さまに呼ばれたため電話を切りました。お客さまからは、「電

車が遅れているのになぜお詫びの放送をしないのか」とご指摘があり、車掌はお詫びの車内放送をします。

一方運転士はその様子を知らないので、運転士からすれば「電話を切られた」と感じたかもしれません。 

その後、車掌は指令に伊丹駅到着時に所定停止位置を行き過ぎたこと、またそれにより列車が遅れているこ

とを報告します。その際（車掌自身が）３０～４０ｍと思っていた行き過ぎた距離については「行き過ぎた 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

距離が５ｍ程度であれば運転士に対する処罰が厳しくないと聞いていたが、５ｍでは少ないので８ｍと答え

た。また遅れた時間については所定停止位置を行き過ぎたこともあって時計を見ずに「１分半」と報告した。

行き過ぎた距離を小さく報告したことについては、（乗務していた）運転士は顔を知らない人ではないので、

運転士のためになればと思った」と話しています。 

こうした状況の中で、電話が切られたと思っていた可能性、お詫びの放送や指令とのやり取り、さらには日

勤教育をこれまでに３回受けていたことから、言い訳等を考えていた、あるいは運転士を辞めさせられると

思い呆然としていた可能性があるとされています。そしてそのことによって運転から注意がそれた電車は加

速を続け、速度は 120km/h に達していました。そしてブレーキをかける位置を大幅に通り過ぎ高速のまま

電車はカーブに進入し脱線しました。車掌が指令への報告を終えた後のことでした。 

ＪＲ西日本は事故発生直後、乗務していた車掌への聞き取りの 

中で、車掌本人がカーブ進入時の速度について「いつもより 

速かった」と報告したところ、会社側は「そんなことはない 

だろう」「いつもと同じスピードだろう」と無理やり同意を 

迫っていたことが明らかとなりました。さらにＪＲ西労のたた 

かいによって「日勤教育」という懲罰的な教育が明らかとなり 

これを恐れた心理状態が事故当時の運転士にあったと事故報告 

書でも証明されました。 

一方で事故から１４年が経った昨年もＪＲ西日本は「亡く 

なった１０６名のお客さま」として、その中には運転士が 

入っていません。また昨年開催されたＪＲ西労主催のシンポ 

ジウムでもＪＲ西日本会社の変わらない体質が明らかにされ 

ました。（詳しくは 2018年度地青情報「Truth～真実～」、 

第２１号～第２３号をご覧下さい。）亡くなった運転士に向き 

合うことなく福知山線脱線事故に向き合うことはできません。 

横浜地本青年部では、２０１８年から福知山線脱線事故現地 

踏査を開催し、福知山線脱線事故の本質やＪＲ西労のたたかい 

を学んできました。２０２０年は、新型コロナウイルスの影響 

もあり開催を中止という苦渋の判断をしましたが、福知山線 

脱線事故の１５年目という事実、事故の真実や本質は変わる 

ことはありません。 

昨年開催した福知山線脱線事故現地踏査では、ＪＲ西労 

との意見交換会も開催をしてきました。ＪＲ西労の職場 

での運動やたたかいによって、未加入や他労組に加入し 

ている若手社員からは「何か困ったことがあっても、 

西労のおっちゃん達がいてくれるから助かる」と言われ 

るそうです。ＪＲ西労のたたかいが現場で働く仲間にも 

共感を得ていることの現われであり、その根拠は「一人 

でも怒りやおかしいという声を出すことが大切。声を出 

さなければ職場で流され、結果的に御用組合しか残らな 

い」「１人ずつでも、共にたたかってくれる仲間を増や 

していくことが重要」だということも、ＪＲ西労の仲間 

の実践や教訓から学ぶことができました。 

ＪＲ東日本は、ドライバレス運転やワンマン運転、駅業務の変革やメンテナンス体系の変更、働き方改革な

ど、大きな変化の中にあります。しかし、どんなに社会情勢や仕事の仕組み、働き方が変わろうとも、かけ

がえのない命の重さは変わることはありません。二度と１人の命も犠牲にならない鉄道をつくりだすため

に、私たち一人ひとりは何をすべきなのか、その答えや実践をＪＲ西労のたたかいから私たちは学ばなくて

はなりません。 傍観者になるのではなく、ぜひ一人ひとりの実践や議論によって、青年部から安全な鉄道

をつくりだしていきましょう！！ 



 

 

 

 

２０１９年４月２５日開催 ＪＲ西労主催 

「ＪＲ福知山線脱線事故原因の永久隠ぺいを許さない！ 

重大事故の本質を暴くシンポジウム」展示パネルより 


